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玉野市の地域包括ケアシステム　主に認知症施策を中心に

 玉野市医師会地域包括ケア（介護保険）担当理事　河口　礼子

　玉野市では医師会、市長寿介護課、地域包括支援センター、社会福祉協議会等を中心に様々
な事業を展開しております。在宅医療・介護・権利擁護推進部会（医師・歯科医師・薬剤師・
介護施設・消防士などのほか権利擁護ネットワーク懇談会の代表）を中心に地域ケア推進会
議・小地域ケア会議や地域・保健・福祉相談窓口連絡会・なんでも相談会などを開いており
ます。ここ２年ほどはコロナ禍のため十分に開催できなかった部会やリモートで行った部会
もあります。
　私自身が認知症施策に深くかかわっていることもあり、今回は主として認知症施策につい
てご紹介したいと思います。
　平成28年度から初期集中支援チームを立ち上げ、認知症サポート医、保健師、介護福祉士
などでチームを作り、医療・介護につながっていない認知症高齢者を訪問し、医療・介護に
つなげていく活動を行っております。月に１度チーム員会議を開き、検討し、サポート医が
訪問したほうが良ければご自宅まで伺うようにしております。
　また、認知症カフェを月１度開催し、コーヒーやお茶を飲みながら心配ごとをざっくばら
んに話し合うこともしております。
　玉野市の令和４年９月の人口は約56,000人、65歳以上人口約22,000人、高齢化率38.9％、認
知症者推計3,966人、要支援・要介護者数4,449人。今後10年ごとに前２者は減少しますが、
後３者は上昇すると推定されています。典型的な超高齢化社会の状態で、高齢者の４人に１
人が認知症になる時代を迎えます。このような現状を踏まえ、高齢者や認知症者を地域で支
えようとする動きが活発にみられ、玉野市を11の地区に分けそれぞれに地区社協を立ち上げ
ようと試み、現在７地区に地区社協が立ち上がっています。また、４つの地区に住民主導の
ボランティアセンターが立ち上がり、10分100円のチケットを作り、困りごとをお手伝いす
るシステムが出来上がり、利用者も増えてきて「とても助かる」と好評な反面、まだ近所の
人に知られたくないと利用を控えておられる方も多いようです。
　また、認知症の方の困りごとを支援し、見守り、声かけ、話し相手や外出支援などしてい
くチームオレンジが令和３年度に１カ所立ち上がり、令和４年度にもう１カ所立ち上げる予
定です。認知症になっても、住み慣れた地域の中で暮らしていける地区を一緒に作っていき
たいという願いから立ち上がったものです。メンバーは、専門職のコーディネーターや認知
症サポート医によるステップアップ研修を終了した認知症サポーター（認知症アドバンスサ
ポーター）に加えて、認知症の本人・家族も参加し、認知症の人の社会参加や早期から継続
した支援を行います。今後、各地区に１カ所設立を目指しております。
　また、令和３年６月から玉野市成年後見支援センターが市役所長寿介護課内に設立され、
令和３年度は、85件の相談があり、そのうち20件が市長申し立てとなっております。そのう
ちの大半が認知症です。
　今後、玉野市で認知症になっても安心して暮らせる、認知症になってよい社会になること
を目指して頑張る所存であります。
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７．資料説明　
　　≪江澤常任理事≫
　　１．第17回第８次医療計画等に関する検討会
　　　１）がん診療提供体制の現状と今後の取り組みについて　　
　　　　 　高齢がん患者が他臓器の合併症を併発している、介護施設に入居している、それぞれ

の状況に応じて適切ながん医療、合併症治療やケアが受けられるようにする。
　　　２）脳卒中及び心筋梗塞等の心血管疾患の医療体制について
　　　３）糖尿病の医療体制について
　　　４）精神疾患の医療体制について
　　２．第８回在宅医療及び医療・介護連携に関するWG
　　　① 在宅医療の提供体制について、②急変時、看取り、災害時における在宅医療の体制整備、

③在宅医療における各職種の関わり、④「連携を担う拠点」、を議論した。
　　≪猪口副会長≫
　　 　地域における面としてのかかりつけ医機能～かかりつけ医機能が発揮される制度整備に向

けて～（第１報告）
　　 　2013年のかかりつけ医の定義。「なんでも相談できる上、最新の医療情報を熟知して、必

要な時には専門医、専門医療機関を紹介でき、身近で頼りになる地域医療、保健、福祉を担
う総合的な能力を有する医師」だった。

　　●新しい提案と従来のかかりつけ医機能との違い
　　　国民にとって：
　　　　 　「医療機能情報提供制度」を国民に分かりやすい内容にして、国民がこの制度を活用し、

医療機関を選択できるように支援する。
　　　医療機関にとって：
　　　　 　各医療機関が自ら機能を磨き（縦糸を紡ぐ）、他の医療機関との連携を通じて横糸を

紡ぎ、地域に面としてのかかりつけ医機能を織りなす。
　　　感染症発生・まん延時（有事）の際に：
　　　　 　感染症危機時に外来診療や在宅医療等を担う医療機関をあらかじめ明確化しておき、

国民が必要とするときに確実に必要な医療を受けられるようにしていく。
　　≪江口日医総研主席研究員≫
　　「わが国の人口変動と有床診療所－今後の課題－」
　　 　2020年の総人口は12,614万人だが、2040年には11,093万人と予測され、労働人口は60％から

54％に減少、一方後期高齢者人口割合は、15％から20％に増加する。2040年には65歳以上の
単独世帯が900万に上る。医療・福祉などの支援を要する人々が増加する中で、医療・福祉
の「質の確保」と「従事する人材確保」とが課題となる。

　　 　有床診療所は、1999年に１万8,000施設だったが、2021年には6,100施設に減少した。有床診
療所は、コロナ感染症対応として、ワクチン接種（集団、個別）、PCR検査を含む発熱外来
などの医療を提供している。残念ながら有床診療所の認知度は高くない。特にケアマネの間
で、その機能に対する認知は低い。有床診療所は、究極の「かりつけ入院医療機関（病床を
持つかかりつけ医）」として、さらなる役割を果たすことが期待される。

感想 ）今回は第１回目であり、有床診療所に関する話題が少なく、委員間での意見交換も短い時
間だった。「病床を有するかかりつけ医」として医療貢献し、認知度の向上を目指す議論を
次回以降に期待する。

 （木村　丹理事）
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